
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1１日(水)朝：読み語り 

1    ３年公立高校前期入試 

16日(月)テスト勉強計画 

17日(火)⑦専門委員会 

11日(土・祝)建国記念の日 

14日(火)テスト前部活動中止(～21日まで) 

16日(木)1、2年学年末テスト（～17日まで） 

19日(日)家庭の日 

23日(木・祝)天皇誕生日 

28日(火)表彰伝達式、生徒集会 

 

  〔３月の予定〕 

03日(金)⑤１２年授業参観、⑥PTA 

07日(火)３年公立高校後期入試(～8日) 

13日(月)卒業式予行練習、会場設営 

14日(火)卒業式 

16日(木)表彰伝達式 

21日(火・祝)春分の日 

22日(水)専門委員会 

24日(金)終業式、離任式 

 

部活動終了後  

完全下校時刻  

～１８：３０  

（２～３月） 

 

  

長崎市立桜馬場中学校  
２年７組  学級通信  
令和５年２月１日（水） 
文責（担任）  白石 博之 

今日のひとこと  

「将来について考えよう」  

夢と希望 

お知らせ ２月１０日(金)は、市教育委員会指定フロンティア GIGA スクール研究発 
表会があるため、以下のようになります。どうぞよろしくお願いいたします。 

・特別日課の３時間と掃除で帰宅。ただし、２-２、２-４は研究授業の 
ため、午後１時間授業あり（弁当持参） 

・16：00 まで自宅学習、部活動はテスト前中止 

２月３日は節分です！ 

 

豆まきの儀式は中国に  

由来します。豆には「霊力」

があるとみなされ、「鬼は

外、福は内」と豆をまくこ

とにより邪気を払い、福 

を呼び込むといわれています。 まき終わ

ったら、歳の数、もしくは歳の数＋1 個の

豆を食べて、その年の無病息災を祈ります。 

最近では「恵方巻き」行事も人気。節分の

日に恵方を向いて、願いごとを思い浮かべ

ながら黙って太巻きを丸かじりすると、 

願いごとが叶う、商売繁盛、無病息災など

の言い伝えがあります。 

【 学年末テスト時間割 】 

16 日(木) 給食あり ５時間日課 

①国語 ②音楽 ③数学 ④英語 ⑤授業 

17 日(金) 給食なし ４時間日課 

①理科 ②保体 ③技家 ④社会 

３学期の学習は２月が大事！ 

  

先月末から寒い日が続いています。新型

コロナ感染症やインフルエンザが流行して

いますので、「うがい、手洗い、マスク着用」

を心がけるようにしましょう。 

さて、３学期もあと１ヵ月半。３年生に

は進路先を決めた人もいますが、引き続き

頑張っている人もいるなかで、卒業に向け

て少しずつ気持ちが盛り上がってきている

ようです。１年後の、私たちを想像しなが

ら、進路についても考えつつ、毎日をしっ

かりと歩んでいきましょう。 

学習面では、この１年の総まとめに入っ

ていく時期です。苦手な科目・分野でも、

真正面から受け止めて学習してほしいと思

います。学年末テストまであと１５日です。

がんばろう！ 

http://www.misaki.rdy.jp/illust/kisetu/winter/title/sozaitext/2x301.htm
http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/gakkou/title/2feb/sozaitext/601.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマートフォン等のインターネットトラブルからお子様を守るために 
～長崎県教育センター Web情報より～ 

（１）携帯電話が本当に必要か、子どもとよく話し合う 
 購入する前に、まずは、何のために使わせるのか（目的）、それに伴ってどんな危険性が発生

するのか（リスク）をよく考えて購入をきめることが大切です。 

 

（２）親子でのルール作りが基本です 
 以下の１～５を参考にしながら、親子でルールを決めます。それが適正な利用につながります。 

  １ フィルタリングに加入し、決してはずさない 

  ２ メールや掲示板にうそや悪口を書かない 

  ３ 氏名や顔写真、住所など個人情報は掲載しない 

  ４ 食事の時間や深夜は利用しない 

   ５ サイトで知り合った人と決して合わない 

 

（３）ネットに関する保護者の義務が決まっています 
 「青少年インターネット環境整備法」という法律により、１８歳未満の子供のための携帯電話

やスマートフォンを購入する場合には、携帯電話事業者等に未成年者が利用することを申し出た

上で、フィルタリングを利用するよう義務付けられています。 

 また、「長崎県少年保護育成条例」でも、フィルタリング機能を外す場合は、保護者がその理由

を書いた書面を、携帯電話の販売店に提出しなければならないことなどが規定されています。 

 

（４）子どもの実態と保護者の認識の間にはギャップがある 

 インターネット上のトラブルや問題行動に関連する行為の経験についての質問で、高校生の回

答よりも保護者の回答が下回る傾向がありました。このことから、保護者は子どもの実態をつか

んでいないということが分かります。保護者は、自分の認識と子どもの実態との間にはギャップ

があるということを意識した上で、子どものインターネット環境を作っていかなければなりませ

ん。 

（５）三者連携が大切です 
 最新情報の取得やトラブルへの対処については、ヤングテレホン（0120-786714）や県警察サ

イバー犯罪対策室（095-820-011）、県消費者センター（095-824-0999）などの関係機関とも連携

を図りながら指導していかなければなりません。学校、保護者、関係機関の三者が連携をして、

子どもをインターネットに潜む危険から守っていきましょう。                        

 

「素直な心になりましょう。素直な心はあなたを強く正しく聡明
そうめい

にいたします」 
松下幸之助・ パナソニックを一代で築き上げた経営者 


